
 

 

研修プログラムの日程例（関東近郊） 

※関東近郊はおおむね東京駅から２時間以内で本庁舎最寄駅等に到着できる市町村を指す。 
※研修日程は月曜日午後から木曜日までの３日半を基本とする。 

 午   前 午   後 

月 

曜 

日 

（移動・派遣先市町村到着） 

・関係者への挨拶 

・プログラム概要説明（オリエンテーション） 

・研修員自己紹介(又は若手職員との自 

己紹介)  (以上注１) 

火 

曜 

日 

自治体の状況説明、各部門説明 

・主要事業・財政状況・課題等 

（地域活性化対策、商工観光振興、農

林水産業、子育て支援、福祉、介護等） 

自治体業務見学・体験 

・役場内見学 

・自治体関連施設見学 

・議会傍聴 

・窓口業務体験（市民課・税務課・福祉課

・図書館等） 

水 

曜 

日 

自治体業務体験・見学、ワークショップ  

・ゴミ収集・リサイクル作業体験 

・福祉、介護業務体験 

・地域ＮＰＯ団体、地域づくりグルー

プ等とのワークショップ 

自治体業務体験・見学、ワークショップ 

・小中学校、子育て支援施設、保育所業務

見学 

・消防・防災業務見学 

・災害復旧事業ボランティア 

木

曜

日 

役場職員との意見交換会 

・幹部職員等との意見交換 

・若手職員との意見交換 

研修の振り返り、まとめ研修総括 

・研修の感想・成果について発表、関係者

への挨拶 

金

曜

日 

研修員による現地訪問・研究 

・研修員による、より深めたい内容に

ついて現地訪問・自主研究（注２） 

移動（派遣先市町村 → 東京）（注２） 

 

（注）１ 月曜午前に公共交通機関を使用して派遣先市町村に移動し、月曜日午後から行うことを

基本とする。 

   ２ 金曜日は、研修員による現地訪問・自主研究（受入先市町村職員は同行しない）を基本

とするが、金曜日の午前中にプログラムを入れることも可能。 

   
 
 
 
 
 



 

 

研修プログラムの日程例（関東近郊以外） 

※研修日程は火曜日から金曜日午前までの３日半を基本とする。(受入事情等から困
難な場合、火曜日から木曜日の３日間の日程での受入れも可能) 

 午   前 午   後 

月 

曜 

日 

（移動・派遣先市町村到着） ・関係者への挨拶 

・プログラム概要説明（オリエンテーション） 

・研修員自己紹介（又は若手職員との自 

己紹介） (以上注１) 

火 

曜 

日 

自治体の状況説明、各部門説明 

・関係者への挨拶、概況説明、打ち合

わせ（注１） 

・主要事業・財政状況・課題等の説明 

（地域活性化対策、商工観光振興、農

林水産業、子育て支援、福祉、介護等） 

自治体業務見学・体験 

・役場内見学 

・自治体関連施設見学 

・窓口業務体験（市民課・税務課・福祉課

・図書館等） 

水 

曜 

日 

自治体業務体験・見学、ワークショップ 

・ゴミ収集・リサイクル作業体験 

・福祉、介護業務体験 

・地域ＮＰＯ団体、地域づくりグルー

プ等とのワークショップ 

自治体業務体験・見学、ワークショップ 

・小中学校、子育て支援施設・保育所業務

見学 

・消防・防災業務見学 

・災害復旧事業ボランティア 

木

曜

日 

自治体業務体験・見学、ワークショップ・

・農産物の手入れ、収穫補助 

・生産者との意見交換会 

・中心商店街及び商工会議所訪問・商

店街関係者との意見交換 

役場職員との意見交換会等 

・幹部職員等との意見交換 

・若手職員との意見交換 

 

金

曜

日 

研修の振り返り、まとめ研修総括 

・研修の感想・成果について発表、関

係者への挨拶（注２） 

・研修員による、より深めたい内容に

ついて現地訪問・自主研究（注２） 

移動（派遣先市町村 → 東京）（注２） 

 

（注）１ 月曜日は、派遣先市町村までの移動時間とし、火曜日午前から研修を行うことを基本と

するが、東京から派遣先市町村に早く到着する場合、自治体の判断により月曜日午後の任

意の時間からプログラムを組むことが可能。 

   ２ 金曜日は、午前中まで研修を入れることを基本とするが、研修員は、原則として午後６

時頃を目安に東京駅又は羽田空港に到着することとし、同日の研修はそのための出発時間

前までとする。そのため、午前中から帰宅のため移動する必要がある自治体にあっては、

木曜日までのプログラムとし、金曜日は、東京までの移動時間とする。 

     また、プログラムを木曜日までとすることも可能。その場合、金曜日は研修員による現

地訪問・自主研究（受入先市町村職員は同行しない）とする。 
 


